
議員提出第１号議案 

 

 

 大阪府議会会議規則一部改正の件 

 

 上記の議案を別紙のとおり大阪府議会会議規則第１３条の規定により

提出します。 
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議員提出第１号議案 

 

 大阪府議会会議規則一部改正の件 

 

 大阪府議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 



大 阪 府 議 会 規 則 第    号  

大 阪 府 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
大 阪 府 議 会 会 議 規 則 （ 平 成 三 年 大 阪 府 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 欠 席 の 届 出 ）  

第 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 議 員 が 出 産

の た め 会 議 に 出 席 で き な い と き は 、 当 該 出 産

の 予 定 日 の 八 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ っ て

は 、 十 四 週 間 ） 前 の 日 か ら 当 該 出 産 の 予 定 日

（ 議 員 が 出 産 し た と き は 、 当 該 出 産 の 日 ） 後

八 週 間 を 経 過 す る 日 ま で の 範 囲 内 で 、 出 席 で

き な い 期 間 を 明 ら か に し て 、 あ ら か じ め 議 長

に 届 け 出 る こ と が で き る 。  

（ 欠 席 の 届 出 ）  

第 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 議 員 が 出 産

の た め 会 議 に 出 席 で き な い と き は 、 当 該 出 産

の 予 定 日 の 六 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 に あ っ て

は 、 十 四 週 間 ） 前 の 日 か ら 当 該 出 産 の 予 定 日

（ 議 員 が 出 産 し た と き は 、 当 該 出 産 の 日 ） 後

八 週 間 を 経 過 す る 日 ま で の 範 囲 内 で 、 出 席 で

き な い 期 間 を 明 ら か に し て 、 あ ら か じ め 議 長

に 届 け 出 る こ と が で き る 。  



提 案 理 由 

 

多様な人材の議会への参画の観点から、議員活動と子育てが両立

できる環境整備を図るため、出産による欠席規定の産前期間につい

て所要の改正を行うものである。 

 

 

 


